
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号

道
路
管
理
者
の
意
見
聴
取
に
関
す
る
省
令

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
百
二
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
道
路
管
理
者
の
意
見
徴
取
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
道
路
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
一
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
路
線
を
定
め
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
き
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
基
づ
く
許
可
申
請
書
又
は
第
十
四
条
に
基
づ
く

認
可
申
請
書
（
路
線
の
新
設
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
又
は
自
動
車
の
大
き
さ
若
し
く
は
重
量
の
増
加
を
伴
う
事
業
計
画
の
変
更
で
あ
つ
て
、
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）

を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
事
案
に
係
る
道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
に
よ
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
道
路
管
理
者
に
対
し
、
許
可
申
請
書
又
は
認
可
申
請
書
の
写
し
を
添
え
、
当

該
事
案
に
関
す
る
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
べ
き
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
通
知
に
は
、
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
べ
き
期
限
を
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
期
限
は
、
道
路
管
理
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
十
四
日
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
路
線
を
定
め
る
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
に
つ
き
規
則
第
十
四
条
に
基
づ
く
認
可
申
請
書
（
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重
量
の
増
加
を
伴
う
事
業
計
画
の
変
更
で
あ
つ
て
、
運

輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
の
権
限
に
属
す
る
事
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
付
け
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
提
出
）

第
二
条
　
道
路
管
理
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
地
方
運
輸
局
長
に
対
し
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
道
路
管
理
上
の
意
見
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
左
に
掲
げ
る
事
項
の
現
況

イ
　
幅
員

ロ
　
建
築
限
界

ハ
　
こヽ
うヽ
ばヽ
いヽ

ニ
　
曲
線

ホ
　
見
と
お
し
距
離

ヘ
　
路
面

ト
　
橋
りヽ
よヽ
うヽ
そ
の
他
の
構
造
物
の
強
度

チ
　
防
護
さヽ
くヽ
、
踏
切
施
設
そ
の
他
の
安
全
設
備

リ
　
待
避
所
及
び
停
留
所
の
位
置

二
　
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
現
況
か
ら
見
た
当
該
自
動
車
の
運
行
の
適
否

三
　
道
路
法
の
規
定
に
よ
り
、
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
自
動
車
の
運
行
の
た
め
に
道
路
管
理
者
及
び
当
該
申
請
者
に
お
い
て
な
す
べ
き
必
要
な
措
置
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
措
置
及
び
措
置
に
要
す
る
予
定
期
間

２
　
地
方
運
輸
局
長
が
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
し
た
期
限
ま
で
に
前
項
の
意
見
の
提
出
を
受
け
な
い
と
き
は
、
当
該
自
動
車
の
運
行
に
支
障
が
な
い
旨
の
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
管
理
者
に
対
し
、
道
路
管
理
上
の
意
見
を
提
出
す
べ
き
旨
の
通
知
を
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
提
出
の
特
例
）

第
三
条
　
第
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
許
可
申
請
書
又
は
認
可
申
請
書
（
以
下
「
許
可
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
者
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
つ
て
、
当
該
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
が
当
該
許
可
申
請
書
等
に

係
る
事
案
に
係
る
道
路
の
道
路
管
理
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
又
は
そ
の
長
で
あ
る
道
路
管
理
者
は
、
地
方
運
輸
局
長
（
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
可
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
輸

監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
）
に
対
し
、
当
該
許
可
申
請
書
等
に
添
付
し
て
、
当
該
許
可
申
請
書
等
に
係
る
事
案
に
係
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
道
路
管
理
上
の
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
提
出
し
た
道
路
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
前
二
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
上
級
庁
へ
の
進
達
）

第
四
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
案
に
関
し
、
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
と
き
又
は
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
附
し
た
期
限
ま
で
に
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
な
か
つ
た

と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
国
土
交
通
大
臣
に
進
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
必
要
が
な
い
場
合
）

第
五
条
　
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
一
条
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
よ
り
運
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
業
用
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重
量
が
、
当
該
処
分
に
係
る
路
線
と
路
線
を
共
通
に
す
る
他
の
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
当
該

共
通
に
す
る
路
線
の
部
分
に
お
い
て
運
行
す
る
事
業
用
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重
量
を
超
え
な
い
場
合
（
当
該
共
通
に
す
る
路
線
の
部
分
に
限
る
。
）

二
　
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
路
線
が
、
高
速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
自
動
車
専
用
道
路
（
道
路
法
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
路
線
の
部
分
を
含
み
、
か
つ
、
当
該
路
線
の
部
分
に
停
留
所
が
存
し
な
い
場
合
又
は
当
該
路
線
の

部
分
の
停
留
所
の
す
べ
て
を
廃
止
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
よ
り
運
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
業
用
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重
量
が
、
車
両
制
限
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
又
は
第
三

項
に
規
定
す
る
最
高
限
度
を
超
え
な
い
と
き
（
当
該
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
係
る
路
線
の
部
分
に
限
る
。
）

三
　
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
に
係
る
路
線
が
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
係
る
路
線
の
部
分
を
含
み
、
か
つ
、
当
該
路
線
の
部
分
に
お
い
て
停
留
所
の
新
設
又
は
位
置
の
変
更
が
行
わ
れ
な
い
場

合
（
当
該
路
線
の
部
分
に
停
留
所
が
存
し
な
い
場
合
及
び
当
該
路
線
の
部
分
の
停
留
所
の
す
べ
て
を
廃
止
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
該
処
分
に
よ
り
運
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
業
用
自
動
車
の
大
き
さ
又
は
重
量
が
、
車

両
制
限
令
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
最
高
限
度
を
超
え
な
い
と
き
（
当
該
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
係
る
路
線
の
部
分
に
限
る
。
）
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（
処
分
後
の
道
路
管
理
者
へ
の
通
知
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
又
は
地
方
運
輸
局
長
は
、
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
事
案
又
は
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
事
案
に
つ
い
て
処
分
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
道
路
管
理
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
道
路
管
理
者
と
の
連
絡
）

第
七
条
　
地
方
運
輸
局
長
は
、
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
事
案
又
は
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
自

動
車
の
運
行
を
開
始
せ
し
め
る
場
合
に
は
、
道
路
管
理
者
と
密
接
な
連
絡
を
し
、
そ
の
運
行
の
安
全
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
規
定
）

第
八
条
　
前
二
条
の
規
定
は
、
運
輸
監
理
部
長
又
は
運
輸
支
局
長
が
、
第
二
条
第
三
項
又
は
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
事
案
又
は
道
路
管
理
者
の
意
見
の
提
出
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ

た
事
案
に
つ
い
て
処
分
し
た
場
合
に
準
用
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
一
月
三
〇
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
五
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
八
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
・
建
設
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
一
一
日
国
土
交
通
省
令
第
一
〇
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
及
び
タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
国
土
交
通
省
令
第
六
六
号
）
　
抄

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

2


